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🔶　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

➀自ら危険を回避し、相互注意できる安全人を育

成します。

②ヒヤリハット・リスクアセスメント・KYによ

り安全を先取りします。

③5S・保護具の完全着用徹底により怪我から身

を守ります。

④情報の共有で、協力会社の類似事故災害を防止

します。

⑤心身の健康と快適な職場環境の確保に努めます。

⑥高年齢労働者の労働災害防止対策に努めます。


